


はじめに

　平成元（1989）年4月1日に導入された消費税は税率３％からスタートし、
令和元（2019）年10月1日には10％に引き上げられています。周知のとお
り、その引上げに併せて税率が８％となる軽減税率も導入され、令和５（2023）
年10月１日からはインボイス制度が始まります。
　消費税は、 商品の販売やサービスの提供について課税される税金で、「儲け」
に対して課税する所得税や法人税とは異なった、独特な課税方式となってい
ます。消費税の仕組みは、改正を経るごとに 「複雑怪奇」になってきており、
その理解は一筋縄ではいきません。

　本冊子は、新入社員の経理担当者の方でも、この内容をマスターすること
により、消費税の実務を理解できることを目的として作成したものです。そ
のため、可能な限りやさしい解説を心掛け、またなるべく多くの図解や計算
例を用いて解説しています。
　消費税実務のポイントを手っ取り早く、しかも確実にマスターできるよう
に、本冊子の項目は、日頃の業務で必須、頻出するものを抽出しており、特
殊項目についてはできるだけ簡略化したうえで解説するように心掛けました。
　また、本冊子では、各ブロックごとに「まとめ＆チェックポイント」を掲
載しましたので、理解度の確認やポイント整理に利用してください。

　消費税に関する知識は、経理担当者にとって、もはや「知らない」「わから
ない」では済まされないものです。また、経営者の皆さんも、消費税の基本
的な仕組みは知っておきたいものです。
　消費税について、わからないこと、疑問に思ったことなどがありましたら、
本冊子を気軽に開いて確認してください。この作業を繰り返すうちに、自然
と消費税の全体像や各規定の繋がりなどが理解できるようになります。

＊本冊子の内容は、令和5年4月１日現在の法令等に依っています。
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消費税のしくみⅠ
1　消費税はこんな税金

●消費税は、物の販売や貸付け、サービスなどに対して課税される税金です。
●商品の販売価格やサービスなどの代金に10％の税金を上乗せし、購入者や受益者

に税を負担させるものです。

◆ 消費税のイメージ
　宝石店を例に考えてみましょう。100万円の宝石を販売するとします。
　宝石店はお客様から110万円の代金を領収し、うち10万円（100万円×10％）の預
り消費税を税務署に払うことになるのか……というと、実はそうではありません。

　消費税は、その取引が小売なのか卸売なのかということに関係なく、取引のつど、その
取引金額に10％の税率で課税されることになっています。
　つまり、宝石店は、商品となる宝石を問屋さんから仕入れる際に、問屋さんが上乗せし
た消費税を仕入代金とともに払っているわけですから、これを差し引いた金額だけ税務署
に納めればよいわけです。
　たとえば、宝石店がこの宝石を問屋さんから仕入れる際に、仕入代金の60万円と10％
の消費税（60万円×10％＝6万円）合わせて66万円を問屋さんに支払ったとした場合
には、この宝石店が税務署に納付する消費税は、預かった消費税10万円から支払った消
費税6万円を差し引いた4万円となるのです。

　問屋さんの仕入れがないものとすると、問屋さんの納付する消費税（6万円）と宝石店
の納付する消費税（4万円）の合計額10万円は、最終購入者である消費者の負担額と一
致することになります。つまり、消費税は、各取引段階にいる事業者が、消費者の負担す
べき消費税を分担して納税するというシステムになっているのです。
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2　納付税額の計算

●税務署に納付する消費税は、「売上げに対する消費税」から「仕入れに対する消費税」
をマイナスして算出します。

●消費税は、その課税権により国税である消費税と、地方税の地方消費税に分けられ
ます。

◆ 納付税額の計算のしくみ
　消費税に限らず、納付税額の計算では、まず、税額計算の基準となるものを求め、これ
をベースに税額を計算します。税額計算の基準となるものを「課税標準」といいます。
　消費税の課税標準は、税抜きの課税売上高となります。したがって、「売上げに対する
消費税」を計算する際には、まず、税込みの課税売上高に100 110を乗じていったん税抜きの
本体価額（課税標準）を計算し、ここから売上げに対する消費税を算出します。

100
110

◆ 地方消費税の計算
　10％の消費税の内訳は、7.8％が国税である消費税で、2.2％が道府県民税である地方
消費税から成り立っています。納付税額の計算も、消費税と地方消費税に分けて行います。
　地方消費税は、国税である消費税の計算をした後で、これに22 78を乗じて計算します。
つまり、取引の時点では国税（7.8％）とともに10％の税金を転嫁するのですが、実際
の納付税額の計算は、法人住民税と同様に確定した国税（消費税）を基に計算するのです。
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●消費税の課税の対象は、国内取引と輸入取引に区分して規定されています。
●国内取引で課税の対象となるのは、下記「国内取引の課税対象要件」の①～④すべ

ての要件を満たす取引です。

◆ 課税の対象となる取引とは
　消費税は、国内で物を買う、借りる、サービスの提供を受けるという行為（消費支出）
に担税力を求めて課税する税金です。したがって、海外で生産された物であっても、これ
が日本に輸入され、国内で消費、使用されるということであれば、これについても消費税
を課税する必要があるわけです。こういった理由から、消費税の課税の対象については、
次のように国内取引と輸入取引に区分して規定されています。

課
税
の
対
象

◆ 輸入取引
　輸入貨物はいったん保税地域に陸揚げされ、税関により貨物の検査が行われます。税関
での検査が終了した後に、輸入者が貨物を引き取ることになるわけですが、輸入取引の場
合には、その輸入品（外国貨物）が課税の対象となります。

◆ 国内取引の課税対象要件
①　事業者が事業として行うものであること
②　対価を得て行うものであること
③　資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
④　国内において行うものであること

　なお、消費税の課税の対象となった取引が、そのまますぐに課税されるというわけでは
ありません。たとえば土地や株券の売買など、特定の取引については別途「非課税」とい

どんな取引が課税の対象と
なるのか？Ⅵ
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●課税対象取引のうち、土地や株券の売買、保険診療や住宅家賃など特定のものにつ
いては、非課税として消費税を課さないこととしています。

●非課税売上げに対応する課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。

◆ 非課税取引の位置付け
　非課税取引とは、課税対象取引のうち、特定のものについてだけ非課税としているわけ
ですから、課税対象取引に該当しなければ、非課税という概念は出てこないことになりま
す。非課税取引を理解するためには、まず、その課税体系における位置付けをしっかりと
把握することが重要です。
　非課税取引については、消費税法別表第一と第二にその具体的な内容が限定列挙されて
います。一方、消費税の法令には、「課税取引とはこういうものである」という具体的な
列挙はされていません。課税対象取引のうち、非課税取引以外のものが「課税取引」とな
るわけですから、課税対象取引と非課税取引の拾い出しができなければ、必然的に課税取
引を把握することもできないということになるのです。
課税対象取引

非課税
取引

課税取引

　非課税取引を十分に理解するためには、どこまでが非課税
となるのか、その境界線を把握することが重要です。たとえ
ば、土地の譲渡および貸付けは非課税とされていますが、土
地取引に関連するもののすべてが非課税になるわけではあり
ません。土地の売買に伴い、不動産業者が収受する仲介手数

料や整地のための土地造成費については、たとえ土地に関連する取引であっても消費税が
課税されることになります。
　また、非課税取引の範囲を理解するためには、その取引が、譲渡なのか、貸付けなのか、
役務の提供なのかということにも注意する必要があります。たとえば、土地取引について
は譲渡と貸付けが非課税とされているのに対し、住宅については非課税となるのは「貸付
け」に限定されています。つまり、住宅家賃だけが非課税とされるわけですから、住宅の
譲渡は建物の譲渡であり、消費税が課税されることになるのです。

◆ 仕入税額控除との関係
　土地の購入費や支払利息などの「非課税仕入れ」は税額控除（☞34ページ）の対象と
はなりません。その対価に消費税が課されていないわけですから、当然といえば当然のこ
とです。非課税取引で特に注意したいのは、その対価（収入）について消費税が課されな
い反面、その非課税売上げに対応する仕入れについては、たとえそれが課税仕入れであっ
たとしても、原則として税額控除はできないということです。

非課税取引とは？Ⅶ
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●最終的に国外で消費、使用される物品やその効果が国外に向けて生じるサービスに
ついては消費税を免除することとしています。

◆ 免税取引とは
　消費税は、日本国内において消費、使用される物品や国内において行われるサービスに
対して課税するものであり、海外に輸出される物品などについては、通常、輸出先の国に
おいてその国独自の間接税が課されるので、日本から輸出する物品などについてまで課税
すると、国際間における二重課税という問題が生じてくるわけです。そこで、物品やサー
ビスの消費などについて課される間接税は、その物品やサービスが消費、使用される国に
おいて課税することとし、輸出される物品などについては、間接税の負担がかからないよ
うに調整を図るのが国際的慣行となっています（これを「国境税調整」といいます）。

　課税対象取引のうち、土地や株券の売買などの非課税取引以外のものが
課税取引となるわけですが、免税取引とは、この課税取引のうち、特定の
ものについてだけ、消費税を免除するものです。したがって、課税取引に
該当しなければ、免税という概念は出てこないことになります。課税取引
のうち免税取引以外の売上高が、最終的に課税標準額に計上されるという

ことです。
　なお、輸出免税の規定の適用を受けるためには、輸出許可書などの書類を確定申告期限
から7年間保存することが義務付けられています。

◆ 免税の対象となる取引
　関税法では「輸出」を「内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう」と定義していま
す。つまり、通関手続をしたうえで貨物を輸出する場合に限り、輸出免税の規定が適用さ
れますので、輸出用の商品であっても国内で売買されている間は消費税が課税されること
となり、最終的に輸出業者が消費税の還付を受けることができます。

◆ 仕入税額控除との関係
　個別対応方式（☞37ページ）により仕入控除税額を計算する場合、非課税売上げに対
応する課税仕入れ等の税額は控除の対象とはなりません。これに対し、免税売上げに対応
する課税仕入れ等の税額は、その全額が控除対象となります。また、課税売上割合の計算

消費税が免除される取引とは？Ⅷ
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１　インボイス制度（適格請求書等保存方式）

●登録をしなければインボイスを発行することはできません。

◆ インボイス制度とは
　適格請求書発行事業者登録制度（インボイス制度）を創設し、令和5年10月1日以降
の取引については、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求
書」または「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
　インボイスには、税率ごとの消費税額と登録番号を記載することが義務付けられていま
す。ただし、飲食代や小売業・タクシーのレシートなど（適格簡易請求書）については、
税率と消費税額のどちらかを記載すればよいことになっています。

◆ 適格請求書発行事業者登録制度
　適格請求書発行事業者とは、登録申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる
事業者として登録を受けた事業者をいいます。
　事業者は、登録をしなければ適格請求書を発行することはできません。したがって、適
格請求書の記載事項を確認したうえで、オリジナルの適格請求書の雛形を決定するなどの
事前の準備が必要となります。
　課税事業者であっても登録をしなければ「適格請求書発行事業者」になることはできま

インボイス制度って何だ？�
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せん。よって、適格請求書を発行する必要がない課税事業者は、あえて登録する必要はあ
りません。ただし、登録をしない課税事業者は、適格請求書は発行できなくとも納税義務
は免除されませんのでご注意ください。
　基準期間における課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が「適格請求書発行事業
者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となったうえで登
録申請をする必要があります。
　ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に登録を受け
ようとする免税事業者は、登録申請をすることにより「課税事業者選択届出書」を提出せ
ずとも「適格請求書発行事業者」になることができます。
　また、この取扱いにより適格請求書発行事業者となった事業者は、課税期間の末日まで
に「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、提出日の属する課税期間から簡易
課税制度の適用を受けることができます。
　なお、令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録した免税事業者は、登録日
から2年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者としての申告が義務付けられて
います。よって、登録後すぐに登録取消届出書を提出しても、免税事業者に戻ることはで
きませんのでご注意ください。

具体例１

　個人事業者（免税事業者）が令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」となった
場合には、令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年1
月1日から免税事業者となることができます。
　これに対し、個人事業者（免税事業者）が令和6年1月1日から「適格請求書発行事業者」
となった場合には、登録取消届出書の提出があったとしても、令和6年と令和7年は課税
事業者として申告が必要となります。

　個人事業者（免税事業者）が令和5年10月1日より「適格請求書発行事業者」となる場
合には、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請 （登録日）

R5
1/1

R5
10/1

R5
12/31

課税事業者
（適格請求書発行事業者）

免税事業者

具体例２
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